
区内の交通安全活動について 

 

建設課 交通安全係 

 

諏訪市では諏訪市交通安全条例に基づき、交通安全活動を実施しています。 

各区におかれましても、以下のとおり交通安全活動へのご協力をお願いします。 

 

各区において実施していただきたい交通安全活動 

１ 交通安全施設の点検整備 

⑴ 道路標識、カーブミラー、ガードレール等の点検整備・樹木剪定の呼びかけ 

・交通安全施設の破損等を発見したら、各道路管理者へ連絡をお願いします。 

・ご自宅や会社等の敷地内から道路（車道・歩道）へ樹木等が出ることにより通 

行の支障となる場合や、道路標識やカーブミラーの視認性を低下させている樹 

木等を見かけたときは、その剪定について所有者へ呼びかけをお願いします。 

※カーブミラーについて 

当市では 1000 本以上のカーブミラーが設置されており、古いものでは５０年 

以上前のものもあります。 

当係において定期的な点検を実施しておりますが、老朽化が進んだカーブミ 

ラーが多数あることを確認しており、カーブミラーの倒壊による事故を懸念し 

ております。 

このことから、カーブミラーの設置については各地区からご要望を多数いただ 

いておりますが、老朽化したものを順次更新することを優先事項としております。 

また、道路改良や建物（障害物）等がなくなるなど見通しが改善した交差点に 

おいては随時カーブミラーの撤去を行っておりますので、ご承知ください。 

⑵ 横断旗、旗入れの点検 

横断歩道の付近に設置されている横断旗及び旗入れの点検を行い、破損等により 

交換の必要がある場合は交通安全係へ連絡してください。後日、交通安全係窓口に

て横断旗をお渡しします。 

⑶ 車両・歩行者の安全確保 

ロードペイント（停止線と足型マーク）の塗り直しについてご相談がありました

ら、交通安全係までご連絡ください。 

 ＊ロードペイントについて 

これまで各地区において交通事故防止のための停止線と足型マークの点検、塗り直し 

を行う『ロードペイント事業』について実施していただき誠に感謝申し上げます。 

しかしながら近年、自動車用停止指導線（一時停止線）に繋げて歩行者用停止線を施  

工するケースや車道上に足型マークを施工する等、交通の混乱や、かえって危険となる箇

所が市内随所に多々あります。 

区民の皆様からご相談がありましたら、当係までご連絡ください。 

施工箇所によっては、各関係機関へ協議するなどして検討する場合があります。 

  



２ 交通安全意識の啓発 

正しい交通ルール・交通マナーの実践を習慣づけるため、区会等の機会を利用し以

下のことについて呼びかけをお願いします。 

・ 飲酒運転の防止 

・ 夜間・早朝の歩行時における反射材（タスキ等）、明るい服の着用 

・ シートベルト着用の徹底 

・ 自転車用ヘルメット着用の徹底 

 

特に交通安全運動期間中は、回覧板等で重点的な啓発をお願いします。 

・ 春の全国交通安全運動  4 月 6 日 ～ 4 月 15 日 

・ 夏の交通安全やまびこ運動  7 月 11 日 ～  7 月 20 日 

・ 秋の全国交通安全運動  9 月 21 日 ～ 9 月 30 日 

・ 年末の交通安全運動    12 月 15 日 ～ 12 月 31 日 

  ※ 安全運動期間については変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ロードペイント事業について】 

 ロードペイント事業実施にあたり、ペイントスプレー等の物品を支給します。 

 

１ 支給物品 

ペイントスプレー（1 本あたり 1 ㎡の塗装が可能）、ペンキ缶（4kg 缶）、塗布用

ローラー、ローラー替スポンジ、ハケ、足型マーク（既存の足型と合致しない場合

があります） 

   ※ペイントスプレーの在庫をお持ちの地区は、在庫を優先的にお使いください。 

 

 

２ 実施要領・注意事項 

・ 実施にあたり、施工箇所について事前にご相談ください。 

・ 施工可能箇所のみ実施をお願いします。 

・ 車道上へは施工しないでください。 

 

 

３ 申し込み方法・物品引渡しについて 

ながの電子申請(※)または別紙申請書にご記入の上、建設課

交通安全係へお申し込みください。 

（※パソコンやスマートフォンを使ってインターネットで手続き

できます。右の QR コードまたは諏訪市ホームページからアクセス

してください。） 

お申し込み後、当係からご連絡いたしますので、ご都合の良

いときに交通安全係窓口までお越しください。（適宜持ち帰り

用の袋をお持ちください。） 

※申請から物品引渡しまで 2 週間程度かかる場合があります。 

 

 

 ４ 完了届の提出について 

   施工後は速やかにロードペイント完了届（ながの電子申請 

または別紙完了届）を交通安全係へ提出して下さい。       

 

 

 建設課交通安全係 

ながの電子申請 

QR コード 



 

ロードペイント事業用材料支給申請書 

 
令和  年  月  日  

  諏訪市長 様 
 

区  名              
 
区 長 名              

 
 
ロードペイント事業を区において実施したいので、材料の支給申請をします。 
（必要最小限の材料といたします。） 
※支給材料の施工について区で一切の責任を持ちます。 

 
 
事業実施予定日  令和   年   月   日  

 
 
 
 
 
 
 

物  品  名 希望数量 

ペイントスプレー 缶  

ペンキ缶（4kg 缶） 缶  

塗布用ローラー 本  

ローラー替スポンジ 個  

ハケ 本  

足型マーク 枚  

 



 

ロードペイント事業 完了届 

 
令和  年  月  日  

  諏訪市長 様 
 

区  名              
 
区 長 名              

 
 
 
ロードペイント事業を以下のとおり実施しました。 

 
 
１．実施日 
  ① 令和   年   月   日 
  ② 令和   年   月   日 
  ③ 令和   年   月   日 

 
２．実施箇所 

   別紙のとおり 
＊地図、写真を添付してください 

 
３．備考、報告事項等 

 
 

 


